
沼津市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（営業時間短縮要請）申請要項 

 
 

＜はじめに＞  
沼津市内において、新型コロナウイルスの感染症が拡大し医療体制が逼迫していること

から、静岡県は新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項に基づく、営業時間の
短縮要請を行っています。 

沼津市では、この要請に応じていただいた事業者に、県と市が連携し、協力金を交付し

ます。 
本申請要項は、協力金交付手続に関するものですので、内容を十分御確認いただき、該

当する方は申請をお願いします。 
 

＜営業時間の短縮要請の概要＞ 

対 象 区 域 沼津市全域 － 

対 象 施 設 

飲食店（食品衛生法第55条の許可を受けたもの） 
※改正前の食品衛生法施行令第35条第２号「喫茶店営業」を含

む。 

詳細は 1頁 

「１ 営業時間短縮

要請の対象施設」を

参照 

対 象 期 間 

 
令和３年７月28日 (水）から令和３年８月７日（土）まで（11日間） 
（令和３年７月28日（水）午後8時から令和３年８月8日（日）午前０時まで）  

－ 

要 請 時 間 

 
午後８時から翌朝午前5時まで 
（酒類提供は午後７時から翌朝午前５時まで） 
 ※最終日は8月8日（日）午前0時まで  

－ 

 

＜協力金の概要＞ 

対象事業者 

対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者 
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主 
・沼津市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団関係者でな
いこと 

詳細は 1頁 

「２ 協力金の対象

事業者」を参照 

交 付 条 件 

・「ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度」や市、業界団体等

が定めるステッカーを掲示するなど、感染防止対策の業種別ガイ

ドラインを遵守していること 

・業種別ガイドライン遵守日かつ営業時間を短縮した日（遅くとも

７月30日までに開始）から最終日までの期間、連続して要請に応

じること 

詳細は 1頁 

「３ 協力金の交付

条件」を参照 

協力金の交付額 

 
１店舗あたり、 
＜中小企業・個人事業主の場合＞ 
事業規模により2.5～7.5万円×協力日数（最大82万5千円） 
＜大企業の場合＞（※中小企業・個人事業主も選択可） 
事業規模により０～20万円×協力日数（最大220万円） 

詳細は 2頁 

「４ 協力金の交付

額」を参照 

申 請 受 付 期 間 
令和3年8月11日（水）から令和３年９月10日（金）まで 
※令和３年9月10日（金）の消印有効 

詳細は４頁 

「５ 協力金の申請

受付期間」を参照 

 

【問 合 せ 先 】 

感染拡大防止のため、対面での受付・説明は行いません。（※郵送のみの受付です。） 

ご不明な点は下記へご連絡ください。 

 【8/10まで】   沼津市役所 商工振興課 TEL：055-934-4748 

 【8/11～9/10】  沼津市営業時間短縮協力金コールセンター  TEL：050-3176-1030 

  ※土日祝日を除く 受付時間：午前８時30分から午後５時00分まで 

     E-mail：syouko@city.numazu.lg.jp 
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１ 営業時間短縮要請の対象施設 

以下の全てを満たす施設（飲食店） 

①食品衛生法第55条の許可を受けた、食品衛生法施行令第35条第１号「飲食店営業」（改正

前の食品衛生法施行令第35条第２号「喫茶店営業」を含む。）に定める営業を行う施設 

②日本標準産業分類上、中分類76「飲食店」（客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の

食料品、アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダン

ス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所）に分類される施設 

対象施設の例示 

レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、

ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼

肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、カラオケ店 など 

 

対象とならない施設の例示 

ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂、テイクアウト型・デリバリー型の飲食

店、弁当屋、コンビニのイートイン など 

 

２ 協力金の対象事業者 

対象区域内で要請に応じた事業者で以下の全てを満たす者 

（１）沼津市内に対象施設を有する、企業（大企業も含む）及び個人事業主（所得税法（昭和

40年法律第33号）第229条の規定により税務署長に届出を行った者）であること。 

（２）申請事業者の代表者、役員、使用人、従業員その他の構成員が、沼津市暴力団排除条例

第２条第２号に規定する暴力団員等又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員

等と密接な関係を有するものでないこと。 
 

３ 協力金の交付条件 

  営業時間短縮要請（令和３年７月28日（水）午後８時から令和３年８月８日（日）午前

０時まで。酒類の提供を行う対象施設にあっては、午後７時以降酒類の提供を行わないこ

と。）に応じ、かつ、以下の全てを満たすもの。 

ただし、感染拡大防止の取組（業種別ガイドラインの遵守等）への対応に時間がかかり、

７月28日（水）までに間に合わない場合で、７月30日（金）までに営業時間短縮要請に協

力いただいた場合は、協力金の対象とし、その後の期間について協力日数を算定し交付しま

す。 

【注意】午後８時以降に飲食の提供のみを取りやめて営業を継続する場合は対象になりません。  
 

（１）令和３年７月26日（月）時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を

受けたもの（※令和３年４月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は

交付の対象となりません。） 
 

（２）感染拡大防止の取組を実施している（下記①または②に該当していること） 

① 「ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度」の認証を取得又は申請していること。 

 ② 食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカー等を掲示していること。 

なお、業種別ガイドラインは、下記の内閣官房ホームページに記載がありますので、御確

認ください。 

（ＵＲＬ）https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
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４ 協力金の交付額 

【１店舗当たり】 

＜中小企業・個人事業主の場合＞ 

事業規模により2.5～7.5万円×営業時間短縮要請に協力した日数（上限：82万5千円） 

＜大企業の場合＞※中小企業・個人事業主も選択可 

事業規模により０～20万円×営業時間短縮要請に協力した日数（上限：220万円） 

※売上減少額によっては、協力金の交付対象外となる場合があります。 

 

※営業時間短縮要請の対象期間のうち、７月28日(水)午後８時から開始し、令和３年８

月８日(日)午前０時まで連続して御協力いただく必要があります。 

ただし、感染拡大防止の取組（業種別ガイドラインの遵守等）への対応に時間がかか

り、７月28日(水)までに感染拡大防止の取組が間に合わない場合で、７月30日(金)ま

でに対応が出来た場合には、協力金の対象とします。 

※協力金算定における１日とは、午後８時から翌朝午前５時まで（最終日は８月８日

（日）午前０時まで）とします。 

※複数の店舗を所有する事業者等は、１件の申請で対象店舗全ての申請をしてください。 

（原則として、同一事業者から複数の申請は受け付けません。） 

 

＜協力金交付、不交付の例＞（感染拡大防止の取組を行い、営業時間の短縮を実施〇） 

ケ

｜

ス 

28

日 

29

日 

30

日 

31

日 
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 

協力 

日数 

①  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11日 

②  × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10日 

③  × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9日 

④  × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不交付 

⑤  〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9日 

⑥  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 不交付 

 
※７月28日（水）（取組が間に合わなかった場合は７月30日（金））から８月７日（土）
までは交付条件を必ず満たしていること 
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【事業規模の考え方】次図のとおり 

※１ 中小企業者の要件は以下のとおりです。 

なお、主たる業が「飲食業」の場合、業種分類は「小売業」となります。 

業   種 
中小企業者の要件（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

①製造業、建設業、運輸業 

 その他の業種（②～④を除

く） 

３億円以下 300人以下 

②卸売業 １億円以下 100人以下 

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 

④小売業 5,000万円以下 50人以下 

 

※２ 前年度又は前々年度７・８月の飲食部門における１日当たりの売上高は次の①「過年度

売上高」の計算方法により算出された金額です。 

  ①「過年度売上高」＝「令和２年（又は令和元年）７・８月の合計飲食業売上高」÷62 

又は 

  ①「過年度売上高」＝「令和２年（又は令和元年）7/28～8/７の合計飲食業売上高」÷

11 

  ※１円未満の端数は切上げます。売上高は、消費税及び地方消費税を除きます。 

 

※３ 売上減少額は、次の③「売上減少額」の計算方法により算出された金額です。 

  ②「要請中売上高」＝「令和３年 7/28～8/７の合計飲食業売上高」÷11 

  ※１円未満の端数は切上げます。売上高は、消費税及び地方消費税を除きます。 

  ③「売上減少額」＝①「過年度売上高」－②「要請中売上高」円 

 



- 4 - 

※４ １日当たりの協力金の上限額は、売上高減少に応じて協力金を算定する場合に適用し、

「20万円」又は「①×0.3」のいずれか低い額が上限額となります。 
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５ 協力金の申請受付期間 

 令和３年８月11日（水）から令和３年９月10日（金）まで（当日の消印有効） 

 なお、６（３）に掲げる書類の全てを揃えた上で提出してください。添付書類が不足し

ている場合、申請書を受付することはできません。 

 
６ 受付方法 
（１） 申請書類の提出 

申請書類の提出方法は、原則、郵送での申請をお願いします。申請書類を以下の宛先に

郵送してください。 
 

（宛先）〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16番1号  

沼津市役所 商工振興課「協力金窓口」宛て 
 

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

【注意】感染拡大防止のため、対面での窓口申請はできませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

（２） 申請要件や添付書類の確認 

市では、協力金の交付が適切に行われるよう、申請要件を満たしているか、添付書類が

十分かなどについて申請書類の確認を行います。このため、追加書類の提出を求めたり、

確認のための連絡をすることがあり、交付まで時間を要する場合があります。 

 

（３） 申請書類 

別表１（6ページ）に記載した申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の

提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。なお、全

ての添付書類を揃えて申請してください。添付書類が申請受付期間中に揃わなかった場

合、申請書を受付することはできません。 

 

（４） 交付の決定 

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を交付します。 
 

（５） 通知等 

申請書類を審査した結果、協力金の交付を決定したときは、後日、交付に関する通知を

送付いたします。（令和３年９月上旬以降を予定） 

一方、申請書類の審査の結果、協力金を交付しない決定をしたときは、後日、不交付に

関する通知を送付いたします。 
 

（６） 交付の時期 

  協力金の交付開始は令和３年９月上旬以降を予定しています。 
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（７） 協力金の申請に必要な書類等の入手方法 

市ホームページの「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（営業時間短縮要請）につ

いて」から入手することができます。 

（ＵＲＬ）https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2021/new_cov_shien/jikantanshuku_santei.htm  

 

（８） 協力金に関する問合せ先 

協力金の申請等に関する質問等に対応するため、次の相談窓口を開設しています。 

感染拡大防止のため、対面での受付・説明は行いません。 

 

【8/10まで】  沼津市役所 商工振興課 TEL：055-934-4748 

【8/11～9/10】  沼津市営業時間短縮協力金コールセンター TEL：050-3176-1030 

  ※土日祝日を除く 受付時間：午前８時30分から午後５時00分まで 

     E-mail：syouko@city.numazu.lg.jp 

 

  

７ その他 

（１） 協力金交付の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、市は、

協力金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は協力金を返金することとなりま

す。 
 

（２） 協力金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、市は、必要に応じて対象施設に関

する検査、報告等を求めることがあります。 

 

（３） 営業時間短縮要請の期間中は、関係職員が区域内の見回りを実施いたしますので、

御協力をお願いします。 

 

（４） 要請に御協力いただき協力金を交付した店舗は、後日、静岡県ホームページ等で店舗

名（屋号）を公表します。 
 

（５） 本申請要項に定めのない事項について、市ホームページにQ＆Aを掲載しています。

対象要件等の詳細も記載されていますので、必ず確認するようにしてください。 

（ＵＲＬ）https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2021/new_cov_shien/doc/shitsugi.pdf 

 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2021/new_cov_shien/jikantanshuku_santei.htm
mailto:syouko@city.numazu.lg.jp
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2021/new_cov_shien/doc/shitsugi.pdf
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（別表１） 

 申 請 書 類 に つ い て  
 

 ※以下の書類を提出してください。   
□  １ 沼津市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金（営業時間短縮要請）交付申請書（別紙１） 

   ・全てペン又はボールペン（黒・青色）で記載してください。 
  
□  ２ 誓約書（別紙２） 
 
 

３ 飲食店の営業活動を行っていることがわかる書類 

  次の(1)～(3)の書類が必要となります。（(2)は該当事業者のみ） 
 
□ (1) 営業活動を行っていることがわかる書類（写し）※下記書類のいずれか 

・法人、個人ともに直近の確定申告書の控え（収受印又は電子申告の受信通知のあるもの）。 

法人：確定申告書別表一   

個人：確定申告書第一表 

（個人の場合、確定申告の義務がない方は、住民税申告書の控え） 
 

・確定申告書等に収受印又は電子申告の受信通知がない場合 

確定申告書等の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの 
 

・決算時期や申告期限の延長など相当の事由により、直近の確定申告書等が提出できない場合 

直近の前年度の確定申告書などの控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの 

・設立後決算期や申告時期を迎えていない場合 

法人設立届出書や開業届の控えと、直近の月末締め帳簿など営業実態がわかるもの 
 
□ (2) 申請者本人確認書類［個人事業主のみ］ 

・運転免許証、パスポート、保険証などのいずれかの写し 
 
□ (3) 飲食店営業許可証（食品衛生法第 55 条に基づく許可）（写し） 
  
□ ４ 通常、午後８時から午前５時までの間に営業している状況がわかる書類（写しで可） 

  ・店舗の看板の写真、店頭ﾎﾟｽﾀｰ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾁﾗｼ等のいずれか 

※ 店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください 
  
□ ５ 営業時間短縮（酒類の提供の短縮）の状況がわかる書類（写しで可） 

  ・営業時間の短縮を告知するﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、店頭ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ等のいずれか 

※ 店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。 
  
□  ６ 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類 

次の(1)～(2)のいずれかを添付する必要があります。 

（店舗ごと提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。） 

(1) 「ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度」の認証を取得又は申請していることが 

  わかる写真又は、書類等 

  (2) 食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカー等を掲示している写真 
  
□  ７ 協力金を積算するための事業規模が分かる書類 

   次の(1)～(2)の書類が必要となります。 

（店舗ごとに提出し、店舗の名称がわかるものとしてください。） 

(1)①もしくは②の期間の売上台帳（帳簿等）の写し 

①令和２年又は令和元年 7 月・8 月 

②令和２年又は令和元年の 7/28～8/7 

・前年度又は前々年度から継続して店舗を営業している場合のみ 

・令和２年 9月以降に新規開店した店舗は、開店日以降全ての売上台帳の写しが必要 
  



- 8 - 

 
(2) 令和３年７月～８月の売上台帳（帳簿等）の写し 

・８月の売上台帳については、8/7までの売上高がわかれば構いません。 

※令和３年４月以降、要請に伴わない休業等で全く営業実態がない場合は交付の対象となりま

せん。 
  

□  ８ 振込先口座がわかる通帳等の写し 

   ・振込口座は申請者ご本人の口座（法人の場合は当該法人の口座）に限る。 

 


